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表13－4 財務省における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況（個表） 

 

政策ごとの評価結果については、総務省ホームページ 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index.html）を参照されたい。 

 

また、政策評価の結果の政策への反映状況は、以下の一覧のとおりである。 

 

1 事前評価 

 

表13－4－(1) 規制を対象として評価を実施した政策 

 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
通関業制度の見直し（4
件） 

評価結果を踏まえて、本政策を盛り込んだ「関税定率法等の一部を
改正する法律案」を平成28年2月9日に国会に提出した。 

（注） 表中の（ ）の件数は、評価対象とした規制の新設又は改廃に係る政策において、発生する効果と負担の関係を分
析するのに適した評価の単位を計上 

 

2 事後評価 

 

表13－4－(2) 実績評価方式により評価を実施した政策（目標管理型の政策評価） 

 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

我が国の財政状況が歴史
的に見ても諸外国との比
較においても、極めて厳
しい状況にあることを踏
まえ、社会保障・税一体
改革を継続するととも
に、国・地方を合わせた
基礎的財政収支につい
て、2015（平成 27）年度
までに 2010（平成 22）年
度に比べ赤字の対ＧＤＰ
比を半減、2020（平成 32）
年度までに黒字化、その
後の債務残高対ＧＤＰ比
の安定的な引下げを目指
すとの財政健全化目標達
成に向け、「中期財政計
画」に沿って、歳入・歳
出両面において財政健全
化に向けて取り組む 

【引き続き推進】 
我が国の財政に対する信認を確保していくために、社会保障・税一体

改革を前年度に引き続き継続した。加えて、国・地方の基礎的財政収支
について、2015（平成27）年度においては、補正予算後も今年度の赤字
半減目標を達成する見込みであり、2020（平成32）年度までに黒字化す
るとの財政健全化目標達成に向けて、歳入・歳出両面において財政健全
化に向けて取り組んだ。 

2 

財政健全化目標達成に向
け、「中期財政計画」に沿
って、歳入・歳出面にお
いて財政健全化に向けて
取り組む中で、社会保障
と税の一体改革を継続す

【引き続き推進】 
社会保障・税一体改革に引き続き取り組んだ。「所得税法等の一部を改

正する法律」を国会に提出した（平成28年2月提出、3月成立）。 
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るとともに、我が国の経
済・社会の構造変化に対
応するための税制を構築
する。また、我が国の喫
緊の課題への税制上の対
応を図る 

3 

経済金融情勢及び財政状
況を踏まえつつ、市場と
の緊密な対話に基づき、
国債発行計画の策定等の
国債管理政策を遂行し、
中長期的な調達コストの
抑制を図りながら、必要
とされる財政資金を確実
に調達する。また、社会
経済情勢等の変化を踏ま
え、財政投融資を活用し
て政策的に必要とされる
資金需要に的確に対応す
る。さらに、地方公共団
体等との連携の下、未利
用国有地等の活用や庁舎
及び宿舎の最適化の推進
など国有財産の有効活用
等に取り組む 

【引き続き推進】 
（国債管理政策） 
 我が国の財政は、過去に例を見ない厳しい状況にあり、今後も大量の
国債発行が見込まれている。国債発行当局として確実かつ円滑な国債発
行により、必要とされる財政資金を確実に調達するとともに、中長期的
な調達コストを抑制していくことによって、円滑な財政運営の基盤を確
保するという基本的な考え方に基づき、国債管理政策を運営した。 
 
（財政投融資） 
 財政投融資計画の策定に当たっては、政策的必要性、民業補完性や償
還確実性等を精査し、必要な資金需要に的確に対応した。各省庁・機関
においては、財政投融資計画要求を行うに当たり、要求内容について事
前に自ら政策評価を行い、要求に際して自己の政策評価の結果を合わせ
て提出するよう求めた。要求内容の審査を行うに当たっては、各省庁・
機関から提出された政策評価を積極的に活用した。 
 
（国有財産） 
 地方公共団体等と連携を図り、地域や社会のニーズに対応した未利用
国有地等の活用や庁舎及び宿舎の最適化の推進など、国有財産の適正な
管理・処分とともに有効活用に取り組んだ。 
 
（国庫金の管理) 
国庫金の管理を一層効率的に行い、また国庫金の出納の正確性を引き

続き確保した。 

4 

金融システムの状況を踏
まえながら、関係機関と
の連携を図りつつ、金融
破綻処理制度の整備･運
用を図るとともに、預金
保険法等の法令に基づ
き、金融危機管理を行う
ことにより、金融システ
ムの安定の確保を図る。
また、通貨の流通状況を
把握し、偽造・変造の防
止等に取り組み高い品質
の通貨を円滑に供給する
ことにより、通貨に対す
る信頼の維持に貢献する 

【引き続き推進】 
（金融システムの安定の確保に向けた適切な制度の整備・運用） 
 金融システムの状況を適切に踏まえながら、金融庁等と連携をとりつ
つ、金融破綻処理制度の適切な整備・運用や迅速かつ的確な金融危機管
理に努めた。 
 
（通貨に対する信頼を維持するための取組）  
 通貨が様々な経済取引の決済において、国民から信頼され、安心して
使われるために、通貨の流通状況等を適切に把握し、偽造されにくい通
貨を円滑に供給できるよう製造計画を策定すること等により、日本銀行
券・貨幣の円滑な供給及び偽造・変造の防止等通貨制度の適切な運用に
万全を期した。 

5 

我が国経済の健全な発展
に資するよう、国際的な
協力等に積極的に取り組
むことにより、世界経済
の持続的発展、アジア地
域を含む国際金融システ
ムの安定及びそれに向け
た制度強化、開発途上国
の経済社会の発展、国際
貿易の秩序ある発展を目
指すとともに、日本企業
の海外展開支援も推進す
る 

【引き続き推進】 
Ｇ20、Ｇ7等の枠組みを通じ、各国と一層協働して国際金融システムの

安定に向けた取組を進め、またＩＭＦのガバナンスや機能強化の議論に
積極的に貢献した。 
 ＡＳＥＡＮ＋3の枠組みや二国間金融協力を通じ、アジア地域金融協力
を推進した。 
 ＯＤＡに関しては、開発途上国における安定的な経済社会の発展に寄
与するため、我が国の厳しい財政状況や国民のＯＤＡに対する見方も踏
まえつつ、効果的かつ効率的な資金協力等を実施した。 
 ＭＤＢｓに関しては、主要出資国として業務運営に積極的に参画し、
我が国のＯＤＡ政策・開発理念をＭＤＢｓの政策に反映した。 
 日本企業の海外展開支援は、「「日本再興戦略」改訂2015」においても
重要な柱の一つとされており、財務省は関係省庁と連携しつつ、「海外展
開支援出資ファシリティ」と「海外展開支援融資ファシリティ」を車の
両輪として推進してきた。また、経協インフラ戦略会議の議論にも参加
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し、円借款のＳＴＥＰ制度やＪＢＩＣの融資等の枠組みの活用を通じて、
ファイナンス面から支援した。 
 国際貿易に関する取組については、ＷＴＯを中心とする多角的自由貿
易体制の強化に引き続き取り組むとともに、アジア・太平洋地域、東ア
ジア地域、欧州などとの経済連携を戦略的に推進した。 
 

6 

総合目標 1 から 5 の目標
を追求しつつ、震災対応
に取り組むとともに、デ
フレ脱却・経済再生と財
政健全化の好循環の実現
を目指し、関係機関との
連携を図りつつ、適切な
財政・経済の運営を行う 

【引き続き推進】 
関係府省と連携しながら、社会保障・税一体改革を継続しつつ、財政

健全化と経済成長を両立できるよう、「経済財政運営と改革の基本方針」
や「産業競争力強化に関する実行計画」に沿って適切な財政・経済の運
営を行った。 
 また、経済の脆弱な部分に的を絞り、かつスピード感をもって対応を
行うことで、経済の好循環を確かなものとするとともに、地方にアベノ
ミクスの成果を広く行き渡らせるため、「地方への好循環拡大に向けた緊
急経済対策」等を着実に実行に移していくことに加え、東日本大震災か
らの復興の加速に取り組んだ。 

7 
重点的な予算配分を通じ
た財政の効率化・質的改
善の推進 

【引き続き推進】 
財政に対する信認を確保するため、歳出・歳入両面にわたる取組によ

り、国・地方を合わせた基礎的財政収支を2020（平成32）年度に黒字化
させるという財政健全化目標の達成を目指した。そのためにも、歳出全
般にわたり、聖域なく徹底的な見直しを行う必要があり、引き続き社会
保障の改革を含め、歳出の徹底的な重点化・効率化を行った。 
 同時に、予算執行調査結果、政策評価結果、決算及び決算検査報告、
国会での指摘・議決などの予算への反映・適切な活用に努めた。 
 広報活動については、財政の現状や政府の取組に係る図表等を用いた
分かりやすい説明を、資料やホームページ等の多様な媒体によって、引
き続き積極的に行った。 
 また、財政の効率化・質的改善を推進するための調査研究等及び予算
編成支援システムの運用に必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：2,408,612千円 

8 必要な歳入の確保 
【引き続き推進】 
経済情勢等に配意し税収及び税外収入の確保に努めるとともに、税収

の適切な見積りや説明責任の向上に努めた。 

9 
予算執行の透明性の向
上・適正な予算執行の確
保 

【引き続き推進】 
 法令や予算との整合性等に留意し、円滑かつ効率的な予算執行の確保
に努めた。 
 予算の効率化が図られるよう、様々な視点から、より深度のある予算
執行調査を実施するとともに、予算執行に関する情報開示の充実、各府
省庁等の会計事務職員を対象とした会議・研修の効果的な実施及び随意
契約の適正化に引き続き努めた。 
 また、予算執行の透明性の向上・適正な予算執行の確保を図るため、
予算執行状況について調査の着実な実施等に取り組むために必要な経費
の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：8,775,902千円 

10 
決算の作成を通じた国の
財政状況の的確な開示 

【引き続き推進】 
年度途中における予算使用の状況、国庫歳入歳出状況及び予算の執行

実績である決算の概要について、正確性を確保しつつ、国民及び国会に
対し適時適切に報告するとともに、平成26年度歳入歳出決算については、
平成25年度歳入歳出決算に引き続き、会計検査院へ早期に送付し、平成
27年11月20日前後には国会提出が可能となるよう必要な作業を行った
が、国会閉会中であり、平成27年11月に国会提出できなかったため、平
成28年1月4日の通常国会召集日に提出した。 

11 

地方財政計画の策定をは
じめ、地方の歳入・歳出、
国・地方間の財政移転に
関する事務の適切な遂行 

【引き続き推進】 
 国・地方の財政の健全化に向けて、地方歳出の削減や、地方交付税の
制度改革、地方間の税源の偏在是正等の諸課題等について総務省と調整
を行った。 
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12 
公正で効率的かつ透明な
財政・会計に係る制度の
構築及びその適正な運営 

【引き続き推進】 
「国の財務書類」については、平成25年度分に引き続き、より充実し

た説明資料も併せて作成・公表し、国民に対する分かりやすい説明に努
め、予算の審議等に活用するために、平成28年1月に公表した。更に「省
庁別財務書類」等についても、各省庁より的確な財務情報の開示がなさ
れるよう必要な助言等を行った。 
 また、平成28年度の予算要求については、平成27年度「国の財務書類」
の平成29年1月公表等のため、引き続き企業会計の考え方などの高度で専
門的な知識を有する公認会計士に「省庁別財務書類」等の審査、｢国の財
務書類｣の作成補助等を業務委託するための経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：9,990千円 

13 

我が国の経済・社会の構
造変化に対応した税制の
構築、喫緊の課題への税
制上の対応及び税制に関
する広報 

【引き続き推進】 
① 我が国の経済・社会の構造変化に対応するとともに、喫緊の課題に
応えるための税制の構築 

  社会保障・税一体改革に引き続き取り組んだ。「所得税法等の一部を
改正する法律」を国会に提出した（平成28年2月提出、3月成立）。 

 
② 税制についての広報の充実 
  税の意義・役割、税の使途、税制の現状と課題、税制改正の内容な
ど、税制全般に対する国民の理解・納得が深まるよう、幅広い媒体を
活用し、広報活動の一層の充実を図った。 

 
③ 政策評価の活用 

租税特別措置を含めた税制改正を行うに当たって、要望時において
各府省等に対し、「政策の達成目標」の実現状況など各府省等が行った
政策評価の結果を記載した要望書の提出を求め、税制改正案の立案に
向けた各府省等との議論の材料とした。 

平成28年度予算概算要求額：176,298千円 

14 
国債の確実かつ円滑な発
行及び中長期的な調達コ
ストの抑制 

【引き続き推進】 
国債発行については、平成27年度国債発行計画に沿った発行により、

必要とされる財政資金を確実に調達した。平成28年度国債発行計画の策
定に当たっては、「国債市場特別参加者会合」等の場を通じて市場のニー
ズ・動向を踏まえ、市場環境に配慮した国債の発行額・発行年限を設定
した。 
国債市場の流動性維持・向上については、入札参加者の応札上限を「発

行予定額」から「発行予定額の2分の1」に引き下げるとともに、国債市
場特別参加者の応札責任を発行予定額の3％以上から4％以上へと引き上
げるなど、国債市場の流動性維持・向上に資する施策を進めた。 
 保有者層の多様化については、27年度においても「国債トップリテー
ラー会議」を開催したほか、29年発行分から物価連動債を新型窓口販売
方式の対象とすることを決定するなど、個人の国債保有の促進に努めた
ほか、海外投資家に対するＩＲを実施し、投資家のニーズに応じたきめ
細やかな情報提供を行った。 
 また、国債市場や国債管理政策についての透明性を高めるため、「債務
管理リポート」や「国債ニュースレター」の発行等により、積極的な情
報発信や広報活動に引き続き努めた。 
 なお、平成26年度政策評価結果を踏まえ、平成28年度においても、国
債の確実かつ円滑な発行・償還及び中長期的な調達コストの抑制のため、
引き続き必要な経費（国債保有者層の多様化に向けた海外ＩＲの実施に
必要な経費等）の確保に努めた。 
平成28年度国債整理基金特別会計予算概算要求額：206,676,751,795千円
平成28年度東日本大震災復興特別会計予算概算要求額：91,351,056千円
平成28年度予算概算要求額：26,054,394,611千円 
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15 

財政投融資の対象として
必要な事業を実施する機
関の必要な資金需要への
的確な対応、ディスクロ
ージャーの推進及び機関
に対するチェック機能の
充実 

【引き続き推進】 
 財政投融資計画の策定に当たっては、政策的必要性、民業補完性や
償還確実性等を精査し、必要な資金需要に的確に対応した。各省庁・
機関においては、財政投融資計画要求を行うに当たり、要求内容につ
いて事前に自ら政策評価を行い、要求に際して自己の政策評価の結果
を合わせて提出するよう求めた。要求内容の審査を行うに当たって
は、各省庁・機関から提出された政策評価を積極的に活用した。 
 また、財政投融資の透明性向上を一層進めるとともに、財政投融資
対象機関に対するチェック機能の充実を図った。 
 さらに、財政融資資金の資産・債務管理（ＡＬＭ）の高度化のため
の施策を引き続き実施した。 
 その他、引き続き、民間では実施困難であるが政策として必要な事
業を実施する機関への資金供給の確保と、適切なＡＬＭを実施するた
めに必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度財政投融資特別会計（財政融資資金勘定、投資勘定）予算
概算要求額：35,873,184,816千円 

16 
国有財産の適正な管理・
処分及び有効活用と情報
提供の充実 

【引き続き推進】 
国民共有の貴重な財産である国有財産については、地方公共団体等

と連携を図り、地域や社会のニーズに対応した有効活用を図っていく
こととし、これを達成するため、行政財産等の監査、未利用国有地の
有効活用の推進、事務の効率化及び外部委託の活用などにより適正か
つ迅速な事務処理、情報提供の充実などに引き続き取り組んだ。 
 また、国有財産現在額等の的確な把握及び国会報告については、計
数の確認作業における体制整備の強化、原データとの計数突合の徹底
など、再発防止に取り組んだ。 
 さらに、国有財産の適正な管理及び有効活用の促進並びに情報提供
の充実のために必要な経費の確保に努めた。 
  

17 
庁舎及び宿舎の最適化の
推進 

【引き続き推進】 
庁舎及び宿舎については、国有財産の個々の特性を踏まえた柔軟な

対応を含め、経済財政状況や行政ニーズの変化に即応した国有財産行
政を展開するとの基本的考えの下、その最適化を推進するため、「国
家公務員宿舎の削減計画」等の実施や、庁舎の効率的な活用の推進に
引き続き取り組んだ。 
 また、庁舎の計画的かつ効率的な整備に必要な経費及び庁舎の耐震
化に必要な経費の確保に努めるとともに、「国家公務員宿舎の削減計
画」及び「『国家公務員宿舎の削減計画』に基づくコスト比較等によ
る個別検討結果及び宿舎使用料の見直しについて」を踏まえ、宿舎の
耐震改修等に必要な経費の確保に努めた。 
※16・17については、平成27年度より統合している。 
平成28年度財政投融資特別会計（特定国有財産整備勘定）予算概算要
求額：63,653,026千円 
平成28年度予算概算要求額：21,590,039千円 
【財務（支）局】 
機構要求：国有財産の適正な管理・処分のための体制の整備及び国公

有財産の最適利用のための体制の整備を図るため、主任国有
財産管理官等を要求した。 

定員要求：上記に対応した体制整備のため、定員36名を要求した。 
※平成28年度においては、16・17を統合して、「庁舎及び宿舎を含む
国有財産の適正な管理・処分及び有効活用と情報提供の充実」の政策
名で概算要求及び機構・定員要求を行っている。 
 

18 
国庫金の正確で効率的な
管理 

【引き続き推進】 
（国庫収支の調整による国庫金の効率的な管理） 
 確実な資金繰りを確保しつつ、国庫に一時的に留まる現金を可能な
限り抑制するため、国庫金の受入日と支払日を合わせる調整を行っ
た。 
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（国庫金の出納事務の正確性の確保） 
 国庫原簿と歳入歳出主計簿との突合により日本銀行の国庫金の出
納事務が正確に行われているかどうかの検証を行った。 
 
（国庫収支に関する情報提供） 
 国庫の状況に関する迅速かつ正確な情報提供を行った。 
 また、国庫収支の見込みの精度向上に必要なシステム関係経費等、
国庫金の効率的な管理に必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：134,744千円 

19 
日本銀行券・貨幣の円滑
な供給及び偽造・変造の
防止 

【引き続き推進】 
（日本銀行券及び貨幣の発行・製造計画の策定） 
市中の流通状況等を勘案のうえ製造計画を策定した。 

 
（通貨の偽造・変造の防止） 
関係機関との偽造通貨発見時の連絡体制を確認し、情報交換をより

緊密に行ったほか、五百円貨幣のクリーン化の継続、偽造抵抗力の強
い技術を採用した記念貨幣の発行、通貨偽造及び偽造通貨行使の防止
を企図したポスターの配布など通貨の偽造・変造を防止する環境整備
を進めた。 
 

（国家的な記念事業としての記念貨幣を発行） 
 平成27年度発行分の記念貨幣については、法令に従って政令改正を
行い、確実に発行した。 
 

（貨幣回収準備資金の適正な管理） 
 新たな貨幣の製造に必要な地金の在庫量や地金の需要動向を考慮
して策定した計画に基づいて売払うことにより、貨幣回収準備資金の
適正な管理を行った。 
 

（通貨への関心の向上のための取組） 
 通貨に関する情報については、ホームページやポスターの活用等に
より、分かりやすく正確な提供に努めた。 
 
 なお、貨幣の円滑な供給のほか、記念貨幣の発行等のために必要な
経費、五百円貨幣のクリーン化の継続、通貨の偽造・変造の増加を防
止する環境整備のために必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：14,907,364千円 

20 
金融破綻処理制度の適切
な整備・運用及び迅速・
的確な金融危機管理 

【引き続き推進】 
金融システムの状況を適切に踏まえながら、金融庁等と連携をとり

つつ、政府保証枠の適切な設定、預金保険機構等の監督等、金融破綻
処理制度の適切な整備・運用や迅速かつ的確な金融危機管理に努め
た。 
 また、金融破綻処理制度の適切な整備・運用を図るとともに、迅速・
的確な金融危機管理を行うことによる金融システムの安定の確保を
目的として、引き続き、事務運営のために必要な経費の確保に努めた。
平成28年度予算概算要求額：10,652千円 

21 
内外経済情勢等を踏まえ
た適切な関税率の設定・
関税制度の改善等 

【引き続き推進】 
関税率や関税改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえ

つつ、関係府省より提出された改正要望について、関係府省の政策評
価結果を適切に活用し、措置の必要性や実現される具体的な効果、更
にはその所管する産業の情勢や個別要望の国民経済全体への影響を
聴取し、関係府省とも協議を十分に行った上で、関税・外国為替等審
議会の調査・審議の結果を踏まえながら、適切に判断した。 
 また、これらの過程において、国民のニーズの的確な把握に努める
とともに、内外の市況や国内の生産者の状況など客観的なデータの収
集を行った。 
 不当廉売関税等の特殊関税制度については、ＷＴＯ協定及び国内関
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係法令等に則り、透明かつ公平・適正に運用を行った。 
 平成28年度予算概算要求に当たっては、最近における内外の経済情
勢等を踏まえ、公平・簡素・透明という観点に留意しつつ、関税改正
において適切な関税率の設定及び特殊関税、特恵関税等の関税制度の
改善とその適正な運営を行うため、関税制度等の企画及び立案等に必
要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：526,290千円 

22 

多角的自由貿易体制の維
持・強化及び経済連携の
推進、税関分野における
貿易円滑化の推進 

【引き続き推進】 
多角的自由貿易体制の強化については、貿易円滑化協定の早期発

効に向け、我が国は平成27年6月に受諾したところ、他の未受諾の加
盟国に対し受諾に向けた取組を促すとともに、様々なＷＴＯ上の取
組にも貢献した。 
 経済連携の推進については、それぞれの交渉に引き続き積極的に
取り組んだ。 
 税関分野における貿易円滑化の推進については、相手国税関の支
援ニーズ等を的確に把握した上で、各地域の特性等に応じて、技術
協力を進めた。 
 また、ＷＣＯを始めとする国際機関等枠組み、ＥＰＡ及び外国税
関当局との協力の枠組みにおいて、引き続き、税関手続の国際的調
和・簡素化を推進するための取組や税関分野における国際貿易の安
全確保に向けた取組を進めた。 
 平成28年度予算概算要求に当たっては、多角的自由貿易体制の強
化及び経済連携の推進並びに税関分野における貿易円滑化の推進の
ため、必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：54,002千円 

23 

関税等の適正な賦課及び
徴収、社会悪物品等の密
輸阻止並びに税関手続に
おける利用者利便の向上 

【引き続き推進】 
適正な納税申告が行われ、関税等の適正な賦課及び徴収が確保され

るよう、研修等による関係職員の知識向上を通じて、通関審査及び輸
入事後調査の一層的確な実施を図るとともに、通関業者に対する指
導・監督、保税制度の適切な運用等に努めた。 
 また、安全・安心な社会の構築のため、内外関係機関との積極的連
携や情報交換等を行うとともに、近年の密輸事犯の悪質・巧妙化や多
様化に対応した取締体制の整備、検査機器等の充実化及び的確な貨
物、旅客等のリスク評価を図ることにより、社会悪物品、テロ関連物
品、知的財産侵害物品等の一層効果的な水際取締りが可能となるよう
努めた。 
 さらに、国際貿易の安全確保と円滑化を両立させるため、貨物のセ
キュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者の貨物に関す
る手続を迅速化・簡素化するＡＥＯ制度の利用拡大に努め、我が国と
同様のＡＥＯ制度を導入している国との間の相互承認の早期実現や
適切な実施に向けて協議を推進した。また、引き続きＮＡＣＣＳの安
定稼働に努めた。 
 加えて、税関ホームページや説明会等を通じて、利用者ニーズを踏
まえつつ、これらの施策や制度のメリット等について、情報を提供・
発信することによって税関の取組に対する国民の理解向上や新しい
制度等の利用拡大に努めた。その際、ソーシャルメディアを活用した
情報提供の充実に努めた。 
 平成28年度予算概算要求に当たっては、関税等の適正な賦課及び徴
収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税関手続における利用者利便の向
上のため、引き続き必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：32,521,333千円 
【税関】 
機構要求：観光立国実現に向けた計画的体制整備、テロ対策を含む治安

のための水際取締体制整備のため、統括監視官等を要求し
た。 

定員要求：観光立国実現に向けた計画的体制整備のため、193人を要求
した。 
テロ対策を含む治安のための水際取締体制整備のため、114
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人を要求した。 

24 

外国為替市場の安定並び
にアジア地域を含む国際
金融システムの安定に向
けた制度強化及びその適
切な運用の確保 

【引き続き推進】 
平成27年度においてもＧ7声明やＧ20声明で確認されている考え方

を踏まえつつ、各国当局との意見交換や国際協調等を行うなど、外国
為替市場の安定に向けた取組を行った。また、外為特会の保有する外
貨資産に関しては安全性及び流動性に最大限留意しつつ、可能な限り
収益性を追求する運用を行った。 
 Ｇ20、Ｇ7等の枠組みを通じ、各国と一層協働して国際金融システ
ムの安定に向けた取組を進め、またＩＭＦのガバナンスや機能強化の
議論に積極的に貢献した。 
 ＡＳＥＡＮ＋3財務大臣・中央銀行総裁プロセスでは、ＣＭＩＭ、
ＡＭＲＯの強化及びＡＢＭＩを推進した。 
また、ＡＳＥＡＮ諸国との二国間金融協力の枠組み等を通じて、よ

り率直かつ密接な意見交換を行った。 
 各国・関連国際機関等との協力、「外国為替及び外国貿易法」（外為
法）及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（犯収法）の実
効性の確保、ＦＡＴＦ勧告の実施に向けた更なる国内措置の検討、北
朝鮮等に係る資産凍結等の措置等を適切に実施した。また、イランに
ついては、安保理決議に基づく制裁解除等に適切に対応した。 
 また、平成26年度政策評価結果を踏まえ、国際的な取組への参画及
び外国為替資金の運営のため、必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度外国為替資金特別会計予算概算要求額：1,293,195,666千
円 

25 

開発途上国における安定
的な経済社会の発展に資
するための資金協力・知
的支援を含む多様な協力
の推進 

【引き続き推進】 
これまでの経協インフラ戦略会議の議論等を踏まえ、関係省庁間で

密接な連携を図りながら、財務省所管のＯＤＡの一層効率的・戦略的
な活用に取り組んだ。 
 円借款業務は、アジアを中心とする開発途上国の経済・社会開発へ
の寄与と我が国との経済交流の促進等を目指して実施した。ＪＩＣＡ
の海外投融資は、開発効果の高い案件の着実な実施と必要な改善を行
った。 
 ＪＢＩＣに関しては、その目的である日本及び国際経済社会の健全
な発達に寄与するため、業務を推進してきた。 
 ＭＤＢｓに関しては、引き続き主要出資国として業務運営に積極的
に参画した。 
 我が国は、気候変動等の地球環境問題分野における支援を引き続き
実施しＧＥＦ及びＣＩＦの運営や、ＧＣＦの詳細設計に係る議論に、
積極的に参画した。 
 開発途上国の債務救済や、債務に関する諸問題に取り組むため、パ
リクラブを始めとする国際的枠組みにおける議論に積極的に参加し
た。 
 知的支援の実施に当たっては、引き続き、意見交換等を行い、相手
国の要望に即した内容となるよう、必要に応じて見直しに努め、国際
協力に積極的に取り組んだ。 
 また、平成26年度政策評価結果等を踏まえつつ、国際社会の平和と
発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄を確保するととも
に、国際公約及び国際的責務を果たすため、平成28年度予算要求にお
いて、必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：100,896,077千円 
機構要求：アジア地域のインフラ投資促進のための体制整備のため、

開発企画官を要求した。 
定員要求：アジア地域のインフラ投資促進のための体制整備のため、

2人を要求した。 

26 
日本企業の海外展開支援
の推進 

【引き続き推進】 
 アジアを中心とする新興国において旺盛なインフラ需要があるこ
と等に鑑み、円借款のＳＴＥＰ制度案件やＪＢＩＣの融資等の枠組み
を活用して、日本企業の海外展開支援を推進した。 
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27 
政府関係金融機関等の適
正かつ効率的な運営の確
保 

【引き続き推進】 
 政府関係金融機関等は、国の政策金融の担い手として、経済・金融
情勢等に即応して迅速・的確な対応を行うことが必要であることか
ら、関係省庁等と緊密な連携の下、経済動向を踏まえつつ、必要なニ
ーズに対し、政府関係金融機関が質・量ともに的確な対応を行うこと
ができるよう、民業補完の観点から不断の業務の見直しを行った。 
 主務省として、リスク管理分野に関する検査を委任している金融庁
を始め関係省庁と緊密に連携しつつ、政策目的の実現及び適正な業務
運営の確保という観点から、各機関の法令等遵守態勢に関し、引き続
き効果的・効率的な検査を行うとともに、上記リスク管理分野及び法
令等遵守態勢に関する検査結果も踏まえて、各機関の財務の健全性の
確保や業務運営体制の改善に努めた。 
 また、平成28年度予算要求において、政府関係金融機関等の適正か
つ効率的な運営が確保されるよう、必要な経費の確保に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：99,553,164千円 

28 
地震再保険事業の健全な
運営 

【引き続き推進】 
 平成 24 年 11 月に取りまとめられた「地震保険制度に関するプロジ
ェクトチーム」（以下「ＰＴ」という。）の報告書では地震保険制度に
関し、諸課題についての提言がなされたことから、平成 25 年 11 月よ
りＰＴフォローアップ会合を開催し、対応状況の報告と、引き続き検
討すべき課題等についての議論を行い、平成 27 年 6 月 24 日に議論の
取りまとめの公表を行った。 
報告書及びＰＴフォローアップ会合では、地震保険の更なる普及促

進の必要性が確認されたところであり、今後、平成 29 年 1 月以降に
段階的に地震保険料率の引上げが予定されているなか、財務省とし
て、損害保険業界や関係省庁等との一層の連携について検討等を行っ
た。 
 また、測定指標の達成度が「×」となった付帯率について、日本損
害保険協会を中心とした地震保険の普及促進に向けた広告・宣伝等の
取組に対して助言等を行った。 
 なお、損害保険会社に対し、地震保険検査を引き続き実施し、政府
の再保険事業の健全な運営の確保を図るため、地震保険検査の費用な
どの必要な経費の確保に努めた。 
 
平成 28 年度地震再保険特別会計予算概算要求額：153,843,068 千円

29 
安定的で効率的な国家公
務員共済制度等の構築及
び管理 

【引き続き推進】 
被用者年金一元化及び新たに設けられる退職等年金給付制度の施

行等に向けて、政省令の整備を行うとともに、その他の社会保障制度
改革について、関係省庁とも連携を図って引き続き検討を進めた。 
 各国との人的交流の促進を図る観点から、我が国と各国間の社会保
障制度の適用について、厚生労働省等と協力して、今後、順次締結が
予定されている各国との社会保障協定への対応を行った。 
 国家公務員共済年金の支給等の実務を担う国家公務員共済組合連
合会等の適正な業務運営を確保することにより、安定的で効率的な国
家公務員共済組合制度等の管理・運営に努めた。 
平成28年度予算概算要求額：71,141,546千円 

30 
日本銀行の業務及び組織
の適正な運営の確保 

【引き続き推進】 
 経費予算の認可、財務諸表の承認等を通じ、日本銀行の業務が一層
適正かつ効率的に運営されるよう努めた。 
 

31 
たばこ・塩事業の健全な
発展の促進と適切な運営
の確保 

【引き続き推進】 
（たばこ事業の適切な運営の確保） 
 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を踏まえた国内措
置の円滑な実施に適切に対応するとともに、未成年者喫煙防止の取組
を引き続き推進した。 
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 また、たばこ事業法及び日本たばこ産業株式会社法に基づき、各財
務（支）局等及び各税関ともに連携し、円滑な運営を図るとともに、
たばこ事業の健全な発展に向けた管理・監督を引き続き行った。 
 
（塩事業の適切な運営の確保） 
 塩事業については、塩需給見通し及び塩需給実績の調査・公表、生
活用塩の供給業務等を行う塩事業センターに対する業務規程・事業計
画及び収支予算の認可、各財務（支）局等及び各税関が行っている塩
事業者の登録･届出に関する事務の調整等を通じ、塩事業の適切な運
営が確保されるように努めた。 
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